
研修内容
 昨年12月から急激に特許・意匠・商標の出願件数が増加しています。

開発力を製品価格に反映するには、特許・意匠・ノウハウ・商標等の知的財産を総

合的に活用することが重要です。技術は特許だけでなく、他の知的財産権でも守れ

るという知識を持ち、企業の戦略に役立てるよう学びます。

国家試験「知的財産管理技能検定２級」レベル以上の知識も得ることができます。

前編６日間、後編６日間の全１２日間の研修です。前編または後編のみの受講、ま

た過去に(公財)名古屋産業振興公社が主催する『知的財産担当者養成講座（前期）』

の受講歴がある方は、後編における必要な内容のみ受講することも可能です。

前編内容

企業利益をアップさせる知的財産の基礎知識

特許・実用新案権を取得するための要件に
ついて

特許権・実用新案権について

特許取得手続き　（１）

特許取得手続き　（２）

営業秘密の保護について 

後編内容
意匠権は、時には特許権より強し！
製品・部品のデザイン活用戦略を！

商標権は、品質保証のかなめにもなる！
貴社の信用を担保する戦略を！

知財担当者に必要なその他の法律
（契約・産学連携・安全保障貿易管理等）

著作権問題は避けて通れない時代に！
（著作権を実践的に）

世界に向けての技術戦略（国際特許出願等）

世界に向けてのブランド戦略
（商標・意匠の国際登録の活用）

教育訓練事業 令和8年度 ものづくり支援講座

開 講
日

前編 ～9月 8日 火 10月19日 月

後編 ～2月11 日 月 12月 7 日 月

（6日間）
（6日間）

知財で企業に活力
をもたらす！研修

13:20-16:40 時 間 名古屋市工業研究所 会議室場 所
(名古屋市熱田区六番3-4-41)

【主催】
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(火)

11/16
(月)

11/24
(火)

12/1
(火)

12/7
(月)



いいだ特許事務所代表弁理士、国士舘大学名誉教授、
名工研ものづくり協力会会長、
日本福祉大学産学連携専門職員、
(知財)総合支援窓口機能強化事業非勤務統括担当者・派遣専門家

現在：

1972年弁理士登録、米国特許庁審査官研修コース・ロースクールと
米国法律事務所で研修、弁理士会東海支部長、日本弁理士会副会
長、文化審議会専門委員、文部科学省　科学技術・学術審議会専門
委員、　内閣府総合科学技術会議専門委員、内閣府　産学官連携功労
者表彰選考委員会委員、文部科学省　大学等産学官連携自化プログ
ラム推進委員会委員　等を歴任、2004年春黄綬褒章受章
国士舘大学法学部教授＆大学院教授（総合知的財産法学研究科科
長)・副学長・学校法人国士舘理事、名工大非常勤講師・徳島大学工
学部非常勤講師を歴任


略歴：

講師： 飯田 昭夫 氏 弁理士 

受講お薦めの方

・知的財産を扱う部署に配属された方
・自社製品やサービスの知財戦略など専門的な
　知識を必要とする方
・知的財産に興味がある方　

<助成金制度のお問合せ先> 

厚生労働省愛知労働局 あいち雇用助成室

TEL（052）688-5758

本研修を受講された受講者の事業主は、要件
を満たす場合、「人材開発支援助成金」制度
を利用できます。

受　講　料（1名）

一般企業　：66,000円（税込）
賛助員企業：55,000円（税込）

一般企業　：121,000円（税込）
賛助員企業：

99,000円（税込）

賛助員企業とは(公財)名古屋産業振興

公社の賛助員のことで、賛助員に加入

された場合、公社主催の研修・講座な

どの受講料の割引があります。

賛助員の
ご案内

詳細はこちら

通編（前編と後編）を受講される場合 前編または後編のみを受講される場合

一般企業　：11,000円（税込）×日数
賛助員企業：

8,800円（税込）×日数

(公財)名古屋産業振興公社が主催する『知的財産担

当者養成講座（前期）』の受講歴がある方で、後編

の必要な内容（特定の受講日）のみ受講される場合

 ★同一事業所で複数申込の場合、割引制度があります。
    ホームページの「R8知財受講料★」をご覧ください。

ホームページは
こちらから▲

お問合せお問合せ

二次元コードからお申し込みいただけます。▶▶

TEL052-654-1653 FAX052-661-0158
✉:kenshu@nipc.or.jp

名古屋市熱田区六番三丁目4番41号
（名古屋市工業研究所内4F）〒456-0058

公益財団法人名古屋産業振興公社

お申込みお申込み

または申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXまたはEメール添付でお申込み
ください。ホームページから申込書をダウンロードいただけます。

・申込期限は開講日の2週間前迄です。
　開講日の2週間前を過ぎて申込を希望される場合、当公社へ直接お問合せください。
・申込多数の場合は先着順とします。
・申込者が最小催行人数に達しない場合は、開催を見送らせていただくことがあります。

https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/index.html
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/index.html
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